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短期入所療養介護重要事項説明書 

介護予防短期入所療養介護重要事項説明書 

（令和７年９月１日現在） 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

  ・事業所名     指定短期入所療養介護事業所 

指定介護予防短期入所療養介護事業所 

介護老人保健施設 リハビリ南東北川俣 

  ・開設年月日      平成１６年８月１日 

  ・所在地        福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字池ノ上３０番地１ 

  ・電話番号       代表 ０２４（５３８）１６１１ 

  ・ＦＡＸ番号         ０２４（５３８）１５８８ 

  ・管理者        施設長 佐久間 秀夫 

  ・介護保険指定番号   介護老人保健施設（福島県 0752080036号） 

（２）（介護予防）短期入所療養介護の目的 

   （介護予防）短期入所療養介護は、要支援または要介護状態と認定された利用者であ

って、心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むための支援を必要とす

る者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、その利用者が可能な限りその居宅におい 

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的 

管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、 

利用者の療養生活の質の向上および利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図 

ることを目的としています。この目的に沿って、当事業所では、以下のような運営の 

方針を定めていますので、ご理解いただいた上でご利用ください。 

（３）運営の方針 

  ①当事業所では、利用者の有する能力に応じ、（介護予防）短期入所療養介護計画に基 

づいて、医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる 

医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を図ることを目指

すとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が１日でも 

長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。 

  ②当事業所では、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。但し、生命又は身体が 

危険にさらされる可能性が著しく高い場合、代替の方法がない場合、行動制限が一般 

的な場合など緊急やむを得ない場合は、施設管理者が判断し、利用者又は家族へ状況 

を説明し同意をいただいた上で、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う

ことがある。 

  ③当事業所では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく居宅介護支援事業者、 

地域包括支援センターをはじめとする介護予防支援事業者、その他保健医療福祉サー 

ビス提供者及び関係市町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サー 

ビス提供を受けることができるよう、できる限り努める。 

  ④当事業所では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が｢にこやか｣で｢個性豊かに｣過

ごすことができるようサービス提供に努める。 

  ⑤当事業所では、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行う 

とともに、担当職員に対し、研修を実施するなど必要な措置を講じる。 

（４）職員の職種、員数、及び職務内容 
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    一 管理者  医師１名  （常勤医師） 

       管理者は、施設の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行い、   

  職員に必要な指揮命令を行う。また、専ら施設の職務に従事する常勤の者と

するが、施設の管理上の支障ない場合は、他の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。 

    二 医  師  １名以上（常勤及び非常勤で専従及び兼務の医師を含む） 

       利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。 

    三 薬剤師  １名以上 （非常勤職員） 

       医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し、

服薬指導を行う。 

四 理学療法士、作業療法士等  ５名以上（常勤及び非常勤で専従及び兼務の医師を含む） 

       医師の指示及び（介護予防）短期入所療養介護サービス計画に基づき、居宅で自立し

た日常生活を営むのに必要な心身機能の維持回復、またはその悪化を防止するための

訓練を行う。 

五 看護職員   ８名以上（常勤で専従及び兼務の職員を含む） 

       医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の（介護

予防）短期入所療養介護サービス計画に基づく看護・介護を行う。 

六 介護職員  ２６名以上（常勤専従の職員） 

       利用者の（介護予防）短期入所療養介護サービス計画に基づく介護を行う。  

七 管理栄養士又は栄養士  １名以上 （常勤で専従及び兼務の職員を含む）  

       食事の献立作成、栄養指導、嗜好調査及び残食調査等利用者の食事管理を行う。 

八 介護支援専門員  １名以上   （常勤専従及び兼務の職員を含む） 

       （介護予防）短期入所療養介護計画の作成等を行う。 

     九 支援相談員  １名以上 （常勤で専従及び兼務の職員を含む） 

       利用者等及び家庭の処遇上の相談、市町村、その他関連施設、事業所との連携を行う。 

    十 事務職員  ２名以上  （常勤及び非常勤で専従及び兼務の職員を含む） 

       必要な事務を行う。 

 十一 その他の職員は管理者の指示による業務を行う。 

（５）入所定員等      入所定員は長期、短期、介護予防短期合わせて１００名 

  ・療養室          従来型個室＝ ４４室、４人部屋＝ １４室  

（６）通常の送迎を実施する地域  川俣町、福島市、二本松市、伊達市、飯館村区域で 

事業所が送迎可能と判断した地域 

    

２．サービス内容 

 ① （介護予防）短期入所療養介護計画の立案 

      介護支援専門員が対応いたします。 

② 食事 

 ・時間 朝食 ７：３０～   昼食 １２：００～   夕食 １８：００～ 

 ・内容 管理栄養士の下、利用者の方の嗜好と身体状況に応じて提供しております。 

また、実演調理や季節行事食などによって、喜んでいただけるように工夫して

おります。 

 ③ 送迎 送迎車によって、利用者の自宅から事業所までの送迎を行います。 

④ 入浴 一般浴槽及び特殊浴槽で対応しております。また週に最低２回実施しておりま

すが、身体の状態に応じて清拭となる場合があります。       
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⑤ 医学的管理・看護 

     当施設の医師・看護職員が対応致します。 

⑥  介護 当施設の介護・看護職員が対応致します。 

⑦ リハビリテーション 

     理学療法士・作業療法士等が利用者の心身の機能状態に合わせて機能訓練や作

業療法、日常生活動作訓練等を実施します。  

⑧ 相談援助サービス 

     施設での生活や退所後のことなど、ご相談をお受けします。 

⑨ その他 

＊ これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただ

くものもありますので、ご相談ください。  

 

３．利用料金 

各種項目の介護報酬請求は、介護保険負担割合証に記載されている割合の請求となります。 

（１）基本料金（保険給付の自己負担額） 

※ 要介護で在宅復帰・在宅療養支援等指標が４０以上６０未満の場合 

（保険給付の自己負担額 １割の場合） 

 ４人室（多床室） 個室（従来型個室） 

要介護１ ８３０円 ７５３円 

要介護２ ８８０円 ８０１円 

要介護３ ９４４円 ８６４円 

要介護４ ９９７円 ９１８円 

要介護５ １,０５２円 ９７１円 

（保険給付の自己負担額 ２割の場合） 

 ４人室（多床室） 個室（従来型個室） 

要介護１ １,６６０円 １,５０６円 

要介護２ １,７６０円 １,６０２円 

要介護３ １,８８８円 １,７２８円 

要介護４ １,９９４円 １,８３６円 

要介護５ ２,１０４円 １,９４２円 

（保険給付の自己負担額 ３割の場合） 

 ４人室（多床室） 個室（従来型個室） 

要介護１ ２,４９０円 ２,２５９円 

要介護２ ２,６４０円 ２,４０３円 

要介護３ ２,８３２円 ２,５９２円 

要介護４ ２,９９１円 ２,７５４円 

要介護５ ３,１５６円 ２,９１３円 

※  要支援で在宅復帰・在宅療養支援等指標が４０以上６０未満の場合 

（保険給付の自己負担額 １割の場合） 

 ４人室（多床室） 個室（従来型個室） 

要支援１ ６１３円 ５７９円 

要支援２ ７７４円 ７２６円 

（保険給付の自己負担額 ２割の場合） 

 ４人室（多床室） 個室（従来型個室） 

要支援１ １,２２６円 １,１５８円 

要支援２ １,５４８円 １,４５２円 
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（保険給付の自己負担額 ３割の場合） 

 ４人室（多床室） 個室（従来型個室） 

要支援１ １,８３９円 １,７３７円 

要支援２ ２,３２２円 ２,１７８円 

※  在宅復帰在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 

在宅復帰・在宅療養支援等指標が４０以上６０未満の場合１日につき 

保険給付の自己負担額 負担割合１割５１円 ２割１０２円 ３割１５３円

が加算されます。 

（２）在宅強化型施設サービス費／１日あたり 

※ 要介護で在宅復帰・在宅療養支援等指標が６０以上７０未満の場合 

（保険給付の自己負担額 １割の場合） 

 ４人室（多床室） 個室（従来型個室） 

要介護１ ９０２円 ８１９円 

要介護２ ９７９円 ８９３円 

要介護３ １,０４４円 ９５８円 

要介護４ １,１０２円 １,０１７円 

要介護５ １,１６１円 １,０７４円 

（保険給付の自己負担額 ２割の場合）】 

 ４人室（多床室） 個室（従来型個室） 

要介護１ １,８０４円 １,６３８円 

要介護２ １,９５８円 １,７８６円 

要介護３ ２,０８８円 １,９１６円 

要介護４ ２,２０４円 ２,０３４円 

要介護５ ２,３２２円 ２,１４８円 

（保険給付の自己負担額 ３割の場合）】 

 ４人室（多床室） 個室（従来型個室） 

要介護１ ２,７０６円 ２,４５７円 

要介護２ ２,９３７円 ２,６７９円 

要介護３ ３,１３２円 ２,８７４円 

要介護４ ３,３０６円 ３,０５１円 

要介護５ ３,４８３円 ３,２２２円 

※  要支援で在宅復帰・在宅療養支援等指標が６０以上７０未満の場合 

（保険給付の自己負担額 １割の場合） 

 ４人室（多床室） 個室（従来型個室） 

要支援１ ６７２円 ６３２円 

要支援２ ８３４円 ７７８円 

（保険給付の自己負担額 ２割の場合）】 

 ４人室（多床室） 個室（従来型個室） 

要支援１ １,３４４円 １,２６４円 

要支援２ １,６６８円 １,５５６円 

（保険給付の自己負担額 ３割の場合）】 

 ４人室（多床室） 個室（従来型個室） 

要支援１ ２,０１６円 １,８９６円 

要支援２ ２,５０２円 ２,３３４円 

※  在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 

在宅復帰・在宅療養支援等指標が７０以上の場合１日につき 

保険給付の自己負担額 負担割合１割５１円 ２割１０２円 ３割１５３円

が加算されます。 
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在宅復帰・在宅療養支援等指標  

 下記評価項目（①～⑩）について、項目に応じた値を足し合わせた値 

①  在宅復帰率 50％超：20 30％超：10 30％以下：0 

②  ベッド回転率 10％以上：20 5％以上：10 5％未満：0 

③  入所前後訪問指導割合 35％以上：10 15％以上：5 15％未満：0 

④  退所前後訪問指導割合 35％以上：10 15％以上：5 15％未満：0 

⑤  居宅サービスの実施数 
3ｻｰﾋﾞｽ ：5 

2ｻｰﾋﾞｽ： 

(訪問ﾘﾊ含む)3 
2サービス：1 

⑥  リハ専門職の配置割合 5以上(PT,OT, 

STいずれも 

配置)：5 

5以上：3 3以上：2 

⑦  支援相談員の配置割合 3以上 

（社会福祉士

の配置）：5 

3以上 

（社会福祉士

の配置なし）：3 

2以上：1 

⑧  要介護度４と５の割合 50％以上：5 35％以上：3 35％未満：0 

⑨  喀痰吸引の実施割合 10％以上：5 5％以上：3 5％未満：0 

⑩  経管栄養の実施割合 10％以上：5 5％以上：3 5％未満：0 

算定要件  

区分 超強化型 在宅強化型 加算型 基本型 

在宅復帰・在宅療養支援等指標  

（最高値：90） 
７０以上 ６０以上 ４０以上 ２０以上 

退所時指導等 要件あり 要件あり 要件あり 要件あり 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 要件あり 要件あり 要件あり 要件あり 

地域貢献活動 要件あり 要件あり 要件あり 要件なし 

充実したﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 要件あり 要件あり 要件なし 要件なし 

 

以下、金額は１割負担額であり、２～３割なら負担割合に応じた金額となります。 

 

【基本料金の加算項目に関して】 

＊夜勤体制加算 

基準以上の夜勤職員を配置している場合、１日につき２４円が加算されます。 

＊サービス提供体制強化加算（Ⅰ）２２円 

介護福祉士８０％以上、または勤続１０年以上の介護福祉士の割合が３５％以上の場合に

加算されます。 

＊サービス提供体制強化加算（Ⅱ）１８円 

 介護福祉士の割合が６０％以上の場合に加算されます。 

＊サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６円 

介護福祉士の割合が５０％以上、または常勤職員７５％以上、勤続７年以上の職員が 

３０％以上の場合に加算されます 

＊介護職員等処遇改善加算 

  介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多 

くの事業所に活用されるよう推進する観点から、介護職員処遇改善加算、介護 

職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、各加

算・各区分の要件及び加算率を組みわせた４段階の「介護職員等処遇 

改善加算」に一本化されました。 

当施設の場合（Ⅰ）として、所定単数に７.５％加算されます。 

＊業務継続計画未実施減算  

感染症や非常災害の発生時において、必要な介護サービスを継続的に提供でき 

る体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、 

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本 
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報酬（所定単位数の１００分の１に相当する単位数）を減算します。 

＊高齢者虐待防止措置未実施減算 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又は 

その再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再発を防止するための委 

員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられてい 

ない場合に、基本報酬（所定単位数の１００分１に相当する単位数）を減算し 

ます。 

＊身体拘束廃止未実施減算 

身体的拘束等の適正化のための措置（委員会の開催等、指針の整備、研修の定 

期的な実施）を義務付けます。また、身体的拘束等の適正化のための措置が講

じられていない場合は、基本報酬（所定単位数の１００分１に相当する単位数）

を減算します。 

＊送迎加算 

入所時及び退所時に送迎を行った場合には、それぞれ１８４円加算されます。 

＊療養食加算 

療養食を提供した場合は１回につき８円、（１日につき３回を限度）最大２４ 

円が加算されます。 

＊緊急時治療管理 

ご利用者の容体が急変した場合等、緊急時に投薬、検査、注射、処置等の対応

を行った場合、５１８円をいただきます。（１月に１回３日間が限度） 

＊個別リハビリテーション実施加算 

１日につき２４０円加算されます。 

＊認知症・心理症状により在宅生活が困難なため、緊急のサービス利用となった 

場合、７日を限度として1日につき２００円が加算されます。 

＊若年性認知症利用者受入加算 

 対象者がサービスを利用した場合１日につき１２０円が加算されます。 

＊重度療養管理加算（要介護）  

  要介護４または５であって、別に厚生労働大臣が定める状態であるものに  

対して、医学的管理のもと、短期入所療養介護を行った場合、１日につき 

１２０円加算されます。 

＊総合医学管理加算 

治療管理を目的とし、以下の基準に従い、指定短期療養介護を行った場合には 

１日につき２７５円が加算されます。（１０日を限度） 

・診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。 

・診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の 

内容を診療録に記載すること。 

・かかりつけ医に対し、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必

要な情報の提供を行うこと。 

＊緊急短期入所受入加算（要介護） 

利用者の状態や家族の事情により、介護支援専門員が、短期入所療養介護を受

ける必要があると認めて、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっ

ていない短期入所療養介護を行っている場合に、７日(やむを得ない事情があ

る場合は 14 日)を限度として１日につき９０円加算されます。 

但し、利用者負担の割合は、介護報酬告知上の額の利用者負担割合証に記載さ

れた負担割合に応じた額となります。 

＊生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 

次の要件に適合する場合において、１月つき１００円を加算します。 

・生産性向上推進体制加算（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改

善の取組による成果が確認されていること。 

・見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。 

・職員間の適切な役割分担を（いわゆる介護助手の活用等）の取組を行ってい

ること。 
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・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オン 

ラインによる提出）を行うこと。 

＊生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

次の要件に適合する場合において、１月つき１０円を加算します。 

・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上

ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。 

・見守り機器等のテクノロジー１つ以上導入していること。 

・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オン

ラインによる提出）を行うこと。 

（３）その他の料金 

①食  費／１食あたり                朝食５６０円、昼食６３０円、夕食５６０円 

  負担限度額の認定を受けている場合は、認定証に記載している食費の負担限度額と

する。但し食事内容によっては、この料金とは限りません。 

       ②滞在費／１日              １人室＝１，７２８円   ４人室＝４３７円 

         負担限度額の認定を受けている場合は、認定証に記載している滞在費の負担限度額

とする。 

③日用消耗品費／１日                                実費（１２０円程度） 

         別紙品目の費用としてお支払いいただきます。 

④教養娯楽費／１日                                     実費（１２０円程度） 

         別紙品目の費用としてお支払いいただきます。 

⑤行事費                                    その都度実費をいただきます（税込） 

         観劇等の費用や、講師を招いて実施する料理教室等の費用で参加された場合にお支

払いいただきます。 

       ⑥健康管理費                             その都度実費をいただきます（非課税） 

         インフルエンザ予防接種等に係る費用で希望された場合にお支払いいただきます。 

       ⑦文書料                      実費（文書の種類に応じて料金をいただきます） 

         診断書などの文書を発行した場合にお支払いいただきます。その他内容に応じて、

料金をいただく場合があります。 

  （４）短期入所療養介護ご利用の中止 

   ＊利用開始予定日以前の中止 

    入所前に利用者のご都合でサービスを中止する場合下記のキャンセル料がかかり

ます。 

   ・入所日の前日午後５時までにご連絡いただいた場合        無 料 

   ・入所日の前日午後５時までにご連絡がなかった場合   １日の利用料の５０％ 

  

 ※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払わない 

  場合があります。その場合は一旦１日あたりの利用料金を全額お支払い頂きます。サー

ビス証明書を発行いたしますので、居住地の市町村窓口にサービス提供証明書を提出し 

  ますと、差額の払戻しを受けることができます。 

４．支払い方法 

・ 毎月中旬までに前月分の請求書を発送しますので、原則その月の末日までに郵便局の

指定した口座へ振込して下さい。その際の振込手数料は、利用者様負担とさせていただ

きます。 

・ 現金による支払いの場合、請求の合計額をその月の末日までに施設事務室窓口でお支 

払い下さい。その際領収書を発行致します。 
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・ 口座引落の場合、引落日は２７日になりますので、それまでにご入金下さい。（金融

機関が休業日の場合は、翌営業日になります。）ご入金が確認されましたら、翌月に領

収書を発送いたします。 

尚、利用料の口座引落開始までにお申込頂いてから２ヵ月ほどお時間を頂戴しており 

ます。その間は請求書と振込用紙をご郵送致しますので、お近くのか郵便局にてお振

込、又は施設窓口にて現金支払いをお願い致します。 

 

５．施設利用に当たっての留意事項 

・ 面会は、原則として午前８時３０分から午後８時までとします。 

・ 飲酒及び酒類の持ち込みは原則として禁止となっています。 

・ 喫煙は、敷地内全面禁煙となっています。 

・ 火気の取扱いは、原則として利用中は禁止となっています 

・ 設備・備品の利用については、ご相談に応じます。 

・ 所持品・備品等の持ち込みは、入所に必要な物に限るものとします。 

・ 施設内へのご仏壇等の持ち込みを禁止します。 

・ ペットの持ち込みは、原則禁止します。 

・ 他の利用者および職員の迷惑となるような、宗教活動、特定の政治活動、 

営利行為を行うことは禁止します。 

 

６．衛生管理等 

①利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理

に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行

います。 

②感染症が発生しない又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備します。 

・当事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委

員会（テレビ電話装置等活用して行うことができる。）をおおむね３月に１回以上開催する

とともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ります。 

・当事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

・当事業所において、担当職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

研修及び訓練を定期的に実施します。 

③管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月１回以上、検便を行います。 

④定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行います。 

 

７.業務継続計画の策定等 

①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定（介護予防）短期入所療養介護

のサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

②担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施します。 

③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものと

します。 
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８. 緊急時の対応方法 

       ご利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講じます。 

     また必要に応じてご家族の方にも連絡いたします。 

       （緊急連絡先－入所利用同意書） 

 

９．事故発生時の対応 

  ① 利用者に対する指定（介護予防）短期入所療養介護の提供により事故が発生した場

合は、速やかに利用者の家族、居宅介護支援事業者または介護予防支援事業者、

市町村等に連絡をするとともに、必要な措置を講じます。 

  ②  利用者に対する指定（介護予防）短期入所療養介護の提供により賠償すべき事故が

発生した場合、損害賠償を行います。但し、事業所の責にすべからざる事由による場合

は、この限りではありません。 

 

１０．非常災害対策 

  ・防災設備  非常口、避難階段、スプリンクラー、消火栓、消火器、防火戸、非常通

報装置、等 

  ・防災訓練  年２回 （総合防災訓練年２回、うち夜間想定訓練年１回） 

 

１１．サービス内容に関する相談・苦情 

   ・当施設ご利用者相談・苦情担当 

◆苦情受付窓口（担当者） 支援相談員 丹治 ゆかり、髙野 裕美 

◆苦情解決責任者     施設長   佐久間 秀夫 

        電話番号 ０２４－５３８－１６１１  FAX ０２４－５３８－１５８８ 

（対応時間 原則的に平日の 9:00～17:00）   

◆第三者委員 

佐藤 智子 伊達郡川俣町大字羽田字広町 4 TEL ０９０－１０６３－４３９６ 

髙橋 節  伊達郡川俣町字賤ノ田 1-5    TEL  ０９０－８２５７－９１６４ 

    またサービス内容に関する要望や苦情などは、施設スタッフにお寄せいただければ、

対応いたします。そのほか、施設内に備え付けられた｢ご意見箱｣をご利用ください。  

 

・行政機関その他苦情受付機関 

    当施設以外に、市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。  

◆川俣町役場保健福祉課地域福祉係 電話：０２４（５６６）２１１１ 

   FAX：０２４（５６５）２８８８ 

◆福島県国民健康保険団体連合会  介護サービス苦情相談窓口 

住所：福島市中町３－７      電話：０２４（５２８）００４０ 

◆福島県運営適正化委員会     電話番号・（FAX兼用）：０２４（５２３）２９４３  

 

 

１２．虐待の防止の為の措置 

事業所は、虐待防止の適正化を図るため、次の措置を実施します。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと 

ができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、担当

職員に周知徹底を図ります。 
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  ②虐待防止のための指針を整備します。 

  ③担当職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

  ④虐待等が発生した場合に対し、責任者を選任し相談・報告体制を整えます。 

  ⑤必要に応じ、成年後見制度利用などの支援を行います。 

  ⑥③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 

１３．身体拘束等の適正化 

事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を実施します。 

①身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、

介護職員その他の職員に周知徹底を図ります。 

②身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 

③介護職員その他の職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施し  

ます。 

 

１４．その他 

  当事業所についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 

   尚、当事業所は第三者による評価を実施しておりません。 
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別紙

○長期入所・短期入所療養介護　　１日120円以上使用しても支払い限度額は１日１2０円とする

品　　　　目 長期・短期入所

バスタオル（単価　１４円） 14
タオル（単価　９円） 18
おしぼり（単価　６円） 18
トイレットペーパー 10
ペーパータオル 20
特殊ｼｬﾝﾌﾟｰ・ﾎﾞﾃﾞｨｰｿｰﾌﾟ 20
綿棒 1
ブラシ 3
口腔ケア用保湿剤 2
口腔ケア用ジェル 3
口腔ケア用スポンジ 42
さらさらおしり洗浄液 4
手指殺菌・消毒剤 8
アイスノン　 5

合                計 168
１日のお支払い限度額 120　円／日

日用消耗品費について、施設（事業所）で提供する品目の中で、上記品目を使用するにあたり

（支払い限度額　・　　　　　　円）で使用することに同意します。

○長期入所・短期入所療養介護　　１日１2０円以上使用しても支払い限度額は１日１2０円とする

品　　　　目 長期・短期入所

誕生者プレゼント・カード、季節行事、イベント用品、ボランティア謝礼 77
カメラフィルム、現像、プリント代、デジカメプリント代 23
手芸用品 17
園芸用品 15
色紙、画用紙、折り紙、千代紙 12
粘土、風船、リボン、紙テープ 10
書道用品 8
のり、セロテープ、カッター、木工ボンド 6
色鉛筆、マジックペン、絵の具、クレヨン、カラースプレー 8
花 15
大人のドリル 10
カレンダー作成 2

合               計 203
１日のお支払い限度額 120　円／日

教養娯楽費について、施設（事業所）で提供する品目の中で、上記品目を使用するにあたり

（支払い限度額　・　　　　　　円）で使用することに同意します。

日用消耗品費の使用同意

教養娯楽費の使用同意
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◆  重要事項説明日   令和       年       月       日 

 

◆  重要事項説明者   （職種）                          

  

                       （氏名）                             

 

◆  説明を受けた方の署名   

 

重要事項説明を受け、理解しましたので署名致します。 

 

      利用申込者                              代  筆  者                              

     

  (代筆理由：                              ) 

 

      身元引受人                              関      係                

 


